


登録開始から利用までのスケジュール

技能者と事業者（元請、下講）の登録受付開始

: 
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登録後：技能者にカー ドが交付されます ］ 
現場（元請事業者）の登録受付開始
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・窓口での
登録受付開始

※技能者ご本人から同意を
受けた所属事業者などによ
る代行申請も可能

2018年秋

・システム運用開始
カー ドリーダーがカー ドを読み取り、

就業履歴が蓄積されます

蓄積された ・登録した資格情報や社会保険加入状況、

情報の閲覧 蓄積した就業履歴が関覧できます。

登録受付開始に先立ち、ホームペー ジにインタ ーネットでの登録申請画面を公開するほか、郵送・窓口申請用の登録申請書を配布いたします。

利用料について（税込）

対象者

技能者

料金名

技能者登録料

業者登録料※1

理者ID利

場利用料

期間

10年
1 インターネット申請 2,500円 (1年あたりに換算すると250円）

郵送、窓口申請 3,500円 (1年あたりに換算すると350円）

資本金に応じて 一部 3千円（資本金500万円未満） 12万円（資本金10億円未満）
11段階 抜粋I 2万4千円（資本金5000万円未満） 120万円（資本金500億円以上）

400円／

3円／就業履歴※2

料金

※i : 一人親方の事業者 登録料は無料 ※2: 就業履歴とは現場で技能者が就業した人日をいいます

国土交通省においてシステムを活用した技能者の処遇改善策について検討しています

「
―

技能者を評価する枠組み

システムに蓄積される
保有資格
就業履歴など

これらを活用して評価
ごレベル2

レベルl

評価基準に合わせて色分けされたカー ドを交付
レベル分け、 カー ドのカラーはイメージ
運用開始から当面は登録基幹技能者のみ色分け

レベル4

所属する下請事業者の施工能力の

見える化を進める枠組み

仁所属する技能者の人数 ・ 評□

表彰、工事実績、建機保有状況
社会保険などへの加入状況
人材確保・育成
経営状況など

個人情報の保護 一一

登録いただいた技能者の情報は、建設業振興基金の個人情
報に関する保護方針（利用目的 、 共同利用等）と法律を遵守し適
切に取り扱います。なお 、本人と所属する事業者の同意がない
限り、他の事業者は技能者の情報を閲覧できませんが、本人が
就業している現場の元請や上位の下請事業者は閲覧できます。

G
ホームページでシステム概要を説8月した動画や利
用方法、 Q&Aを公開しています。
また 、 広報ツールを充実させ順次公
開していきますので、 最新情報の
チェックもこちらからどうぞ。

http:/ /www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/ 

．．． 

建設業団体、関係行政機関等で構成された建設キャリアアップシステム運営
協議会にて本システムの構築及び運営に向けた具体的な検討を行い、建設
業振興基金が運営していきます。

国土交通省／厚生労働省／（一財）建設業振興基金／
（一社）日本建設業連合会／（一社）全国建設業協会／（一社）全国中小建設業協会／
（一社）建設産業専門団体連合会／（一社）日本空調衛生工事業協会／
（一社）日本電設工業協会／（一社）住宅生産団体連合会／全国建設労働組合総連合

:,� [オブザーバーl束日本建設業保証（株）／西日本建設業保証（株）／
北海道建設業信用保証（株）／（一社）全国建設産業団体連合会／
（独）勤労者退職金共済機構

※システム運用開始が２０１８年秋とカタログには表記されておりますが、２０１９年春に延期になりました。

※システム運用開始が２０１８年秋とカタログには表記されておりますが、２０１９年春に延期になりました。

※システム運用開始が２０１８年秋とカタログには表記されておりますが、２０１９年春に延期になりました。
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